
地域で備える「自助・共助」地域で備える「自助・共助」

　11月19日（日）に笠郷地区（写真左）、12月10日（日）に上多度地区（写真右）において自治町民会議による防災訓練が行わ
れました。訓練は自治町民会議の役員が中心となり、地震をはじめとした災害発生時に、地区での初期対応を迅速かつ適
切に実施するため、防災意識を養うとともに地域防災力を向上することを目的として行われました。各地区住民は、避難
所設営や応急手当てなどの訓練に参加し、自助・共助において必要となる知識を学びました。また、町職員により災害時
に役立つ「防災アプリ」などの情報発信ツールへの登録を呼びかけました。

■採用予定日
　令和６年４月１日

■試験の日程
　第１次試験　２月11日（日）

■受付期間
１月９日（火）～ 26日（金）　※当日消印有効　
（土・日曜日、祝日を除く　８時30分～ 17時15分）

その他、詳細は町ホームページをご覧ください。

●大学・短大・高校を卒業した人
●５年以上の職務経験がある人

採用人数

【高卒以上】
平成６年４月２日
以降に生まれた人

若干名

職　　　種 受 験 資 格

消防職

一般行政職
（障がいのある人を含む）

●大学・短大・高校を卒業した人 または
令和６年３月までに卒業見込みの人
●身体要件：聴力、言語および運動機能
　　　　　などに支障がない人
●視力要件：両眼視力（矯正視力を含む）
　　　　　0.7以上の人

●大学・短大・高校を卒業した人 または
令和６年３月までに卒業見込みの人

【高卒以上】
昭和59年４月２日
以降に生まれた人

一般行政職
（障がいのある人を含む）

社会人
経験者

住民環境課　☎32－1104問

令和６年１月から、出産した（出産を予定している）国民健康保険被保険者（以下「出産被保険者」という）の国民健
康保険税における所得割額と均等割額が、出産予定月または出産月の前月（多胎の場合は３カ月前）から出産した月
の翌々月までの計４カ月分（多胎の場合は計６カ月分）免除されます。
なお、免除制度を利用するためには申請を行う必要がありますので、１月以降に免除期間がある出産被保険者は
住民環境課窓口にて手続きしてください。ご不明な点などありましたら住民環境課までお問い合わせください。


